
大
阪
府
医
師
自
動
車
連
盟 

定
款 

第
一
条 

（
名
称
） 

事
務
所
の
所
在
地 

名 

称 

大
阪
府
医
師
自
動
車
連
盟 

所 
在 

地 

大
阪
市
天
王
寺
区
上
本
町
八
―
八
―
三 

山
和
ビ
ル
二
〇
一 

第
二
条 

 

（
会
員
） 

本
連
盟
の
会
員
は
大
阪
府
医
師
会
員
で
あ
る
こ
と
を
要
す
。
但
し
、
自
動
車
を
所
用
す
る
と
否
と
を 

問
わ
な
い 

 
 

（
入
会
） 
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
所
定
の
事
項
を
記
入
し
た
入
会
届
を
提
出
す
る
こ
と 

 
 

（
退
会
） 

退
会
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
そ
の
旨
を
理
事
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

補
則 

 

（
準
会
員
）
準
会
員
は
他
府
県
医
師
会
員
で
あ
る
こ
と
を
要
す
。
但
し
自
動
車
を
所
用
す
る
と
否
と
を
問
わ
な
い 

（
入
会
） 

入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
制
限
事
項
を
理
解
し
た
う
え
で
所
定
の
事
項
を
記
入
し
た
入
会
届
を
理
事
会
に
提
出
し
審
査
・
承
認
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

（
退
会
） 

退
会
を
希
望
す
る
も
の
は
理
事
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

（
制
限
事
項
）
準
会
員
は
急
患
往
診
用
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い 

第
三
条 

 

（
目
的
） 

本
連
盟
は
自
動
車
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
会
員
の
便
宜
を
計
る
と
共
に
医
療
に
於
け
る
自
動
車
の
利
用
と
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
可
能
性
の
拡
大
を
図
る
事
を
目
的
と
す
る 

第
四
条 

 

本
連
盟
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う 

 
 
 

１ 

関
係
行
政
官
庁
及
び
他
団
体
と
の
連
絡
交
渉
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

２ 

自
動
車
整
備
と
車
体
検
査
の
指
導 

 
 
 

３ 

運
転
技
術
の
向
上
と
事
故
防
止
策 

 
 
 

４ 

自
動
車
の
需
給
の
紹
介 

 
 
 

５ 

会
員
の
親
睦
を
増
進
す
る
た
め
の
行
事 

 
 
 

６ 

救
急
医
療
活
動
に
関
す
る
研
究
と
演
習 

 
 
 

７ 

そ
の
他
、
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項 

第
五
条 

 

本
連
盟
に
次
の
役
員
を
置
く 

 
 
 
 
 
 

理 

事 

長 
 

一 

名 
 
 
 
 
 
 

副
理
事
長 

 

二 

名 
 
 
 
 
 
 

理 
 

事 
 

若
干
名 

第
六
条 

 

理
事
長
、
副
理
事
長
は
総
会
に
お
い
て
会
員
中
よ
り
選
出
す
る 

 
 
 
 
 

理
事
は
理
事
長
が
指
名
し
総
会
の
承
認
を
経
る
も
の
と
す
る 

第
七
条 

 

本
連
盟
に
顧
問
及
び
参
与
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問
及
び
参
与
は
役
員
会
の
議
を
経
て
理
事
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る 

第
八
条 

 

理
事
長
は
本
連
盟
を
代
表
し
会
務
を
掌
理
す
る 

第
九
条 

 

役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
て
重
任
を
妨
げ
な
い 

第
十
条 

選
挙
に
よ
る
役
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
補
欠
選
挙
を
行
う
。
補
欠
選
挙
に
依
り
選
出
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
前
任
者
の 

残
存
期
間
と
す
る 

第
十
一
条 

 

本
連
盟
の
会
議
は
総
会
及
び
役
員
会
の
二
種
と
す
る
。
総
会
は
毎
年
五
月
開
催
す
る
外
必
要
の
都
度
こ
れ
を
開
催
す
る 

第
十
二
条 

 

こ
の
事
項
は
、
総
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 
 
 
 

１ 

事
業
計
画 

 
 
 
 

２ 

収
支
予
算
、
収
支
決
算 

 
 
 
 

３ 

会
費
の
賦
課
及
び
徴
収
方
法 

 
 
 
 

４ 

規
約
の
変
更 

第
十
三
条 

総
会
は
七
日
前
ま
で
に
会
員
に
通
知
す
る
も
の
と
し
会
員
の
過
半
数
を
以
て
成
立
す
る
。
総
会
の
決
議
は
出
席
者
の
過
半
数 

 
 
 
 
 

で
決
定
す
る
。
総
会
は
委
任
状
の
行
使
を
認
め
る 

第
十
四
条 

役
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
理
事
長
が
、
こ
れ
を
招
集
す
る 

第
十
五
条 

役
員
会
は
役
員
を
以
て
こ
れ
を
組
織
し
、
総
会
に
提
出
す
べ
き
議
案
の
審
議
そ
の
他
会
務
に
必
要
な
事
項
を
審
議
し
、
こ
れ
を 

執
行
す
る 

第
十
六
条 

会
員
権
の
停
止 

 
 
 
 
 
 

次
の
場
合
は
理
事
会
の
議
を
経
て
、
一
時
的
に
、
或
は
無
期
限
に
会
員
を
停
止
し
、
或
は
、
退
会
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 
 
 
 

１ 

本
連
盟
の
目
的
に
反
す
る
行
動
が
あ
っ
た
時 

 
 
 
 

２ 

故
な
く
会
費
の
納
入
を
せ
ざ
る
時 



第
十
七
条 

本
連
盟
の
会
計
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
を
以
て
終
了
す
る 

第
十
八
条 

本
連
盟
の
経
費
は
会
費
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る 

第
十
九
条 
本
連
盟
に
事
務
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
員
は
役
員
会
の
議
を
経
て
理
事
長
が
こ
れ
を
任
命
す
る 

 

以
上
、
大
阪
府
医
師
自
動
車
連
盟
を
設
立
す
る
た
め
、
こ
の
定
款
を
作
成
し
、
各
発
起
人
が
次
に
記
名
押
印
す
る
。 

 

昭
和
三
十
二
年
五
月
十
二
日 

 

発
起
人 

 
 

理
事
長 

 
 

塘 
 

敏
男 

 

発
起
人 

 
 

副
理
事
長 

 

西
浦 

勇 
 
 
 

 

発
起
人 

 
 

副
理
事
長 

 

金
木 

進
一 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
八
日 

定
款
変
更
（
準
会
員
制
度
創
設
） 

大
阪
府
医
師
自
動
車
連
盟
定
款
に
補
則
。 

第
ニ
条
に
追
加
。 
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